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指宿高校いじめ防止基本方針
平成 年４月作成26
平成 年５月改正29

１ 目標
「いじめ防止対策推進法」の理念に基づき，いじめの未然防止・早期発見 等に

学校として組織的かつ積極的に取り組み，また家庭はもとより外部の専門機関等
と連携して，より実効的な対応を図る。基本的目標は以下のとおりである。

（１ 「いじめは絶対に許されないこと」との認識を共有し，いじめ問題に対して全職）
員で組織的に取り組む。

（２）いじめの未然防止，早期発見，早期対応に努める。

（３）保護者や関係機関との連携を図り，いじめ問題に適切に対応する。

２ 組織：いじめ防止対策委員会

（１ 【根拠 ：いじめ防止対策推進法第 条に基づく組織） 】 22

（２ 【組織 ：定例会（生徒指導委員会と兼務）及び申し出による臨時委員会の開催） 】

（３ 【構成 ：管理職，生徒指導総務企画係，学年主任，養護教諭，その他必要に応じ） 】
た関係者及び外部専門家
※ 臨時委員会の場合は上記メンバーに該当生徒の担任・部活動顧問・
特別支援員等を加える。

３ 基本的取組

（１）未然防止

① いじめに関する統一ＬＨＲ ② 生徒会によるいじめ防止活動

③ 全校集会による講話 ④ 諸活動を通した人間関係づくり

（２）早期発見

① 年２～ 回の生徒意識調査（無記名） ② 定期教育相談の実施3

③ 校内カウンセリング ④ 個別面談の実施

（３）早期対応

① 被害者及び加害者への事実確認 (生徒指導部・担任等）

② 被害者への適切なケア （担任・教育相談係・スクールカウンセラー等）

③ 加害者への指導及び再発防止への取り組み (生徒指導部・担任等）

④ 周囲の生徒への再発防止に向けての指導 (生徒指導部・担任等）
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（４）年間指導計画

生徒関係 職員関係 評価・検証関係
４月 いじめ問題を考える週間 職員研修（ いじめ問題 年間の活動計画の検討ž ž ž「

（講話） についての共通理解」
教育相談ž
生徒会話し合いž

５月 情報モラルの指導 全体 家庭内ルールとフィルタ 教育相談のまとめž ž ž（ ）
リングの設定について

６月 校内外巡回指導ž
７月 いじめ問題無記名アンケ 各アンケートの分析ž ž

ート調査 学期の取組の総括ž
８月 職員研修（人権教育）ž
９月 いじめ問題を考える週間ž

（統一 ）LHR
（ ）ž情報モラルの指導 全体

１０月 教育相談 職員研修（カウンセリン 教育相談のまとめž ž ž
グ）

１１月 校内外巡回指導ž
１２月 携帯，ネット利用調査 各アンケートの分析ž ž

いじめ問題無記名アンケ 学期の取組の総括ž ž
ート調査（実態調査）

１月 教育相談 各アンケートの分析ž ž
情報モラルの指導ž

２月 校内外巡回指導 職員研修（ネット利用） 教育相談のまとめž ž ž
３月 年間の総括及び次年度にž

向けての取組確認

４ 重大事態への対応

（１）重大事態の定義（いじめ防止対策推進法第 条 ，28 ）

， 。① いじめにより生徒の生命 心身に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき

② いじめにより財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

③ いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い
があると認めるとき。
（３０日を目安とするが，一定期間，連続して欠席している場合も内容等を的
確に判断して，決定する ）。

■ なお，生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあっ
たときは，重大事態が発生したものとして報告・調査等を行う。

（２）県教委及び家庭との連携

① 上記（１）を認知した場合は，直ちに県教育委員会に報告・相談をする。

② 学校が主体となって調査を行う場合においては，県教委と相談・協議して，必
要な指導や人的措置等の支援を受ける。

（ ） ， ，③ 上記 １ の調査を行ったときは いじめを受けた生徒及びその保護者に対し
事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。



- 3 -

５ 対応フロー図・・・いじめ＝いじめ防止対策委員会：重大事態＝いじめ対策委員会

アンケートや相談，申告，通報，発見等によるいじめと疑われる事案の認知

ＰＴＡとの連携いじめ防止対策委員会（常設）での対応
総会等の活用

調査・・・情報の収集・確認・記録・共有 地区ＰＴＡ活用
（生徒・関係生徒等） 関係機関との連携

ネットパトロール対応・・・被害，加害生徒及び関係生徒 ・警察

福祉事務所等保護者，関係機関等 児相・
県教委への報告と連携
研修等への講師招聘

職員会議＝指導措置等 指導主事の招聘

（ ） （ ）報 告 報告

県教育委員会 県知事★重大事態の発生
（協 議）

指宿市警察署
（事案により通報）

（報告） （県知事へ報告 ）

本校が調査の主体となった場合 県教委が主体となった場合は 県知事側が主体と
指導を受けて協力する。 なった場合は※構成員に第三者を含めた

県教委と連携していじめ対策委員会での対応
●●いじめ第三者委員会 協力する。

調査・・・被害加害生徒等 調査協力 ●第三者委員会
保護者等

被害生徒と同保護者に情報提供


